
資耕 1

2018年度予算案における生活扶助基準見直しの問題点

平均1.8%・最大5%基準引き下げ【年160億円削減】゛ 18年10月~3年間で段階実施

7割の世帯で減額、都市部の夫婦子2人・高齢単身世帯等で約5%の神額!

1万件(20]3年)以上の審査請求で生活保護基準の引き下げにズトップを

ノ

前例ない大幅ヲ佶下げ含め2004年から相次ぐ減額に耐えがたい追い打ち
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夫婦子2人世帯
(40代央婦、小中学生)

母子世帯
(40イモ尋、小中学生)

局齢単身世帯
(75歳)
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2004年 2012年

g3β50円

生活保護問題対策全国会議作成
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220,050丹

212,720円

75,フ70円

1 所得下位10%層陣..十分位鬪と均衡させる方式で生活扶助基準が改定されたことはない
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現行の改定、方式(S鶚年~)=「水準均衡方式」
平均的世帯←般勤労者世制の消費水準の6~7割で保護基準を均衡させようとする方式

205,270丹

299,840宍

74,630円

所得下位10%層等の低所得世帯と均衡させるという方式では全くない
※H15年検証で初めて比較対象とされ生活扶助基準の方が高かったが、「その水準は基本的に妥当」と判断されている!

2020年L
今回の引き下げ終了雀

趨ミ琴制趨寒,沙!1-1,、"警蓬

2 所得下位10%層陣.・十分位鬪との均衡では基準が際限なく下がるなど極めて不合理

196,010円

190,490円

70,960円

生活保護捕捉率(保護基準以下の収入の世帯のうち、保護を痢帰している世帯が占める割合)◆たコた2豊註呈^L
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所得下位10%層陣..十分位刷には、保護基準以下での生活に耐えている世帯が極めて多数含まれる!

^このような層と比較したら、保護基準の方が高いに決まっている。
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七、)う憲法^この問題を無視して、保護基準の方をぢ佶下げるというのは本末転倒。

^所得下位10%層を比較対象とするとL保護基準は際限なく下がる。

3 所得下位10%層陣.・十分位卿との均衡では本来あるべき絶対水準を割るおそれあり
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「健康で文化的な最低限度の生活」を営める水準という本来あるべき絶対水準を考慮せず、所得下位10%層という

最貧困層と均衡させるのは、憲法の趣旨に反する。【H29基準部会報告婁住7頁)も懸念を表明】
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^

所得下位10%層悌.・十分位周^その大部分がOECD基準の相対的貧困線以丕

^

延べ35万人の子どもが不利益を被る

の生

児童養育加算(3歳未満)月1.5万円→1万円◆ 2.2万人の子どもに影響

母子加算平均月2.1万円→17万円◆ 13.7万人の子どもに影響

学習支援費高校生・月5150円→実費支給クラブ活動今 18.9万人の子どもに影響
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一
「
貧
困
層
の
社
会
保
障
を
脅
か
す
生
活
保
護
削
減
」

国
連
の
専
門
家
が
警
告

●
1
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
(
O
H
C
亘
R
)
が
公
開
し

た
、
今
年
の
W
月
か
ら
の
生
活
保
護
費
削
減
や
生
活
保
護
法
改
悪

に
つ
い
て
、
人
権
専
門
家
が
日
本
政
府
に
対
し
警
告
す
る
報
道
発

表
(
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
<
O
H
C
H
R
>
の
ウ
エ
ブ

ペ
ー
ジ
・
日
本
語
版
よ
り
)

ジ
子
不
ー
ブ
(
2
0
1
8
年
5
月
説
日
)

国
連
の
人
権
専
門
家
(
*
)
は
、
今
年
W
月

か
ら
実
施
予
定
の
生
活
扶
助
費
の
段
階
的
な
引

き
下
げ
に
つ
い
て
、
貧
困
層
特
に
障
害
者

一
人
親
世
哉
ま
た
高
齢
者
の
最
低
限
の
社
会

保
障
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
日
本
政
府
に
見

直
し
を
求
め
た
。

昨
年
姶
月
に
生
活
扶
助
の
支
給
額
が
今
後
3

年
間
で
最
大
5
%
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
た
の
を
踏
ま
え
、
人
権
専
門
家
が
警
告

を
発
し
た
。
今
回
の
措
置
に
ょ
り
、
現
在
四
堂

給
世
帯
の
約
3
分
の
2
の
世
帯
で
生
活
扶
助
額

が
減
^
さ
れ
る
見
通
し
。

「
日
本
の
よ
う
な
豊
か
な
先
進
国
に
お
け
る

こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
貧
困
層
が
尊
厳
を
持
っ

て
生
き
る
権
利
を
踏
み
に
じ
る
意
図
的
な
政
治

的
決
定
を
反
映
し
て
い
る
」
と
専
門
家
は
述
べ

メ

「
日
本
は
緊
縮
政
策
が
必
要
な
時
に
お
い
て

も
、
差
別
を
撤
廃
し
、
す
べ
て
の
人
こ
基
本
的

な
社
会
的
保
護
を
保
障
す
る
義
務
が
あ
る
。
貧

困
層
の
人
権
へ
の
影
響
を
慎
重
に
考
慮
せ
ず
に

採
択
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
緊
縮
政
策
は
、
日
本

の
色
今
て
い
る
国
際
義
務
に
違
反
し
て
い
る
」

と
付
け
加
え
た
。

^
マ
回
の
^
^
は
、
 
2
0
1
3
^
に
^
^
^
た

1

,

同
様
の
生
活
保
護
の
予
算
削
減
に
統
く
も
の
で

あ
る
。
専
門
家
は
、
年
収
を
W
段
階
に
分
け
た

場
合
の
最
も
低
い
所
得
世
帯
層
の
消
費
支
出
の

状
況
に
基
づ
い
て
生
活
保
護
基
準
を
見
直
す
と

い
う
方
式
の
正
当
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

1

国連の人権専門家が生活保護問題で警告
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「
こ
の
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
最
低

生
活
水
準
は
、
国
際
人
権
法
で
要
求
さ
れ
る
適

切
な
生
活
水
淮
十
と
合
致
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な

欠
陥
^
あ
る
方
式
に
基
づ
S
篇
額
減
額
に
ょ

つ
て
、
日
本
は
ま
す
ま
す
多
く
の
人
々
を
貧
困

に
陥
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
主
張
し
た
。

「
一
局
齢
者
の
貧
困
と
社
会
的
排
除
に
ょ
り
、

ま
た
も
タ
タ
く
の
人
々
が
声
を
上
げ
ら
れ
な
い
ま

ま
苦
し
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
政
策
が

修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
、
貧
困
に
最
も
影
響
を
受

け
や
す
い
人
々
、
特
に
女
性
の
高
齢
者
、
女
性

世
帯
主
世
帯
、
女
性
の
障
害
者
な
ど
を
傷
つ
け

る
だ
ろ
う
」
と
強
調
し
た
。

助
費
の
引
き
下
げ
の
包
括
的
な
人
権
ア
セ
ス
メ

ン
ト
を
行
い
、
そ
し
て
負
の
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
に
必
要
な
対
策
を
講
じ
る
よ
う
、
政
府
に

要
請
し
て
い
る
。

ま
た
、
専
門
家
は
、
政
府
が
生
活
保
護
改
正

法
案
を
現
在
審
議
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
生

活
保
護
一
篇
者
が
寺
篇
者
と
同
等
に
医
療
を

受
け
る
権
利
を
制
限
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
指

摘
し
た
。
「
生
活
保
護
受
給
を
理
由
に
、
医
薬

品
の
使
用
に
制
限
を
課
す
こ
と
は
、
国
際
人
権

法
に
違
反
す
る
不
当
な
差
別
に
当
た
る
。
政
府

は
改
正
法
案
を
慎
重
に
再
検
討
す
る
よ
う
強
く

要
請
す
る
」
と
述
べ
た
。

「
今
回
の
削
減
に
ょ
っ
て
最
も
打
撃
を
受
け

る
の
は
障
害
者
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
負
担
の
増

加
に
ょ
り
、
施
設
に
入
る
こ
と
を
<
永
儀
な
く
さ

れ
た
り
、
自
殺
を
図
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る

と
の
報
告
も
あ
る
。
生
活
扶
助
費
の
削
減
は
、

障
害
者
権
利
条
約
に
ょ
っ
て
保
障
さ
れ
た
、
障

害
者
が
地
域
社
会
で
自
立
し
て
生
存
す
る
平
等

の
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
る
」
と
専
門
家
は
述

べ
た
。

コ
ー
ン
フ
エ
ル
ド
・
マ
ッ
テ
氏
高
齢

者
の
人
権
の
独
立
専
門
家
。

国
連
人
権
専
門
家
は
、
国
連
人
権
理
事

会
の
「
特
別
手
続
き
」
に
属
す
る
専
門
家

で
あ
る
。

「
特
別
手
続
き
」
と
は
数
々
の
独
立
専

門
家
を
擁
す
る
、
国
連
人
権
機
構
の
中
の

最
大
組
織
で
あ
る
。
特
定
の
国
に
お
け
る

人
権
状
況
や
テ
ー
マ
別
の
人
権
状
況
に
つ

い
て
事
実
調
六
且
・
監
視
を
行
う
、
国
連
人

権
理
事
会
の
独
立
し
た
数
々
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
総
称
し
て
「
特
別
手
続
き
」
と
い

う
。
全
て
の
国
が
調
査
対
象
と
な
る
。

「
特
別
手
続
き
」
の
専
門
家
は
国
連
職
員

で
は
な
く
、
金
銭
的
報
酬
も
受
け
取
ら

ず
、
自
ら
の
意
思
で
調
査
に
取
り
組
む
。

い
か
な
る
政
府
、
組
織
か
ら
も
独
立
し
、

個
人
の
資
格
で
任
務
に
あ
た
る
。

1
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
(
O
H
C
H

R
)
各
国
ペ
ー
ジ
日
本

専
門
家
は
、
国
際
義
務
に
基
づ
ミ
生
活
扶

専
門
家
は
、
日
本
政
府
に
す
で
に
直
接
奏
愚
を

表
明
し
た
。

、

(
*
)
今
回
の
声
明
を
発
表
し
た
国
連
人

権
専
門
{
永
一
同
一
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ル
ス

ト
ン
氏
極
度
の
貧
困
と
人
権
の
特
別
報

告
者
一
ホ
ア
ン
・
バ
ブ
ロ
・
ボ
ホ
ス
ラ
ブ

ス
キ
ー
氏
対
外
債
務
と
人
権
の
独
立
専

門
{
永
一
カ
タ
リ
ー
ナ
・
デ
バ
ン
ダ
ス
氏

障
害
者
の
権
利
の
特
別
報
告
者
口
ー
ザ
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